
議第187号

平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第 5号）

平成25年度滋賀県の流域下水道事業特別会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）

第 1条 債務負担行為の追加は、「第 1表 債務負担行為補正」による。

上記の議案を提出する。

平成25年11月28日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

議
第

号

平
成

年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

号
）

187

25

5



第1表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

番号 事 項 期 間 限 度 額

21 琵琶湖流域下水道（矢橋帰帆島 平成26年度から
公園および苗鹿公園に限る。） １７７，１１６千円
管理運営委託 平成28年度まで
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